
東海第⼆発電所の設計及び⼯事の計画の変更に係る
申請概要

2022年10⽉24⽇
⽇本原⼦⼒発電株式会社

本資料のうち， は商業秘密⼜は核物質防護上の観点から公開できません。 1



設計及び⼯事計画変更認可申請書 申請内容（1／4）

2

No. 変更概要 変更の区分 変更理由

1 緊急時対策所の⾮常⽤送⾵機及び⾮常⽤フィルタ
装置の構造変更並びに主配管の改造 設計変更

請負会社の変更に伴い，当該送⾵機の構造及び原動機出⼒
並びにフィルタ装置の構造に変更が⽣じるとともに，主配管の⼀部
を改造する必要が⽣じたため。

2 逃がし安全弁⽤可搬型蓄電池の仕様変更 製造中⽌
既認可で設定していた当該蓄電池の製造メーカが事業停⽌したこ
とにより,購⼊出来なくなったことから,要求仕様を満たす他製造メー
カの蓄電池に仕様変更するため。

3 使⽤済燃料乾式貯蔵容器の材料等の記載適正化 記載の適正化 使⽤済燃料乾式貯蔵容器の要⽬表における材料等の記載適正
化のため。

4 ⻯巻防護扉の材質の記載適正化 ※ 記載の適正化 ⻯巻防護扉の基本設計⽅針における材質の記載適正化のため。

5 防潮扉の材料の記載適正化 ※ 記載の適正化 防潮扉の要⽬表における材料の記載適正化のため。

１. 申請概要

※︓2022年8⽉4⽇付け⾯談資料 「東海第⼆発電所に係る設置許可，⼯事計画，保安規定の申請状況について（2022.7〜2022.12）」
からの新規案件

２. 申請⽇
・2022年10⽉14⽇



設計及び⼯事計画変更認可申請書 申請内容（2／4）

3

No. 変更概要 申請範囲 主な変更箇所

1 緊急時対策所の⾮常⽤送⾵機及
び⾮常⽤フィルタ装置の構造変更
並びに主配管の改造

6 放射線管理施設
2 換気設備
2.3 緊急時対策所換気系
(3) 主配管
・常設

(4) 送⾵機
・常設
a. 緊急時対策所⾮常⽤送⾵機（東海，東海第⼆発電所共⽤）

(6) フィルター
・常設
a. 緊急時対策所⾮常⽤フィルタ装置（東海，東海第⼆発電所共⽤）

・要⽬表
・設定根拠に関する説明書
・耐震性に関する計算書
・強度に関する計算書
・計算機プログラムの概要
・主配管の配置を明⽰した図⾯
・換気設備（緊急時対策所換気系）の系統図
・換気設備（緊急時対策所換気系）の構造図

2 逃がし安全弁⽤可搬型蓄電池の
仕様変更

8 その他発電⽤原⼦炉の附属施設
1 ⾮常⽤電源設備
3 その他の電源装置（⾮常⽤のものに限る。）
3.1 その他の電源装置
(2) 電⼒貯蔵装置
・可搬型
a. 逃がし安全弁⽤可搬型蓄電池

・要⽬表
・設定根拠に関する説明書
・安全設備及び重⼤事故等対処設備が使⽤され
る条件の下における健全性に関する説明書（可
搬型重⼤事故等対処設備の設計⽅針）

・可搬型重⼤事故等対処設備のうちその他設備
の耐震性についての計算書

・その他の電源装置（電⼒貯蔵装置）の構造図

3 使⽤済燃料乾式貯蔵容器の材料
等の記載適正化

2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
3 使⽤済燃料貯蔵設備
(7) 使⽤済燃料貯蔵⽤容器

a. 使⽤済燃料乾式貯蔵容器（タイプⅠ）
c. 使⽤済燃料乾式貯蔵容器（タイプⅢ）

・要⽬表

4 ⻯巻防護扉の材質の記載適正化 3 原⼦炉冷却系統施設
11 原⼦炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計⽅針，適⽤

基準及び適⽤規格
(1) 基本設計⽅針

・基本設計⽅針

5 防潮扉の材料の記載適正化 8 その他発電⽤原⼦炉の附属施設
5 浸⽔防護施設
1 外郭浸⽔防護設備

e. 防潮扉2

・要⽬表

３. 申請範囲



設計及び⼯事計画変更認可申請書 申請内容（3／4）
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実⽤発電⽤原⼦炉の設置、運転等に関する規則【別表第⼆】
（昭和五⼗三年⼗⼆⽉⼆⼗⼋⽇通商産業省令第七⼗七号）

設備名

原⼦⼒発電⼯作物の保安に関する命令【別表第⼆】
（平成⼆⼗四年九⽉⼗四⽇経済産業省令第六⼗九号）

電事法⼿続きの
要否と理由

発電⽤原
⼦炉施設
の種類

記載すべき事項 電気⼯作
物の種類

記載すべき事項
要︓○
否︓×

否の理由
（＊）設備別記載事項（認可の申請⼜は届出に係る

⼯事の内容に関係あるものに限る。）
設備別記載事項（認可の申請⼜は届出に係る
⼯事の内容に関係あるものに限る。）

核燃料物
質の取扱
施設及び
貯蔵施設

３ 使⽤済燃料貯蔵設備に係る次の事項 ― 4 燃 料
設備

３ 使⽤済燃料貯蔵設備に係る次の事項 ― ―

（７）使⽤済燃料貯蔵⽤容器の名称、種類、
容量、最⾼使⽤圧⼒、最⾼使⽤温度、主
要⼨法、材料及び個数並びに放射線遮蔽
材の種類、主要⼨法、冷却⽅法及び材料

使⽤済燃料乾式貯蔵
容器（タイプⅠ）
使⽤済燃料乾式貯蔵
容器（タイプⅢ）

（７）使⽤済燃料貯蔵⽤容器の名称、種類、
容量、最⾼使⽤圧⼒、最⾼使⽤温度、主
要⼨法、材料及び個数並びに放射線遮へい
材の種類、主要⼨法、冷却⽅法及び材料

× ③

原⼦炉冷
却系統施
設

１１ 原⼦炉冷却系統施設（蒸気タービンを
除く。）の基本設計⽅針、適⽤基準及び適
⽤規格

⻯巻防護扉 ２ 原⼦
炉冷却系
統設備

１１ 原⼦炉冷却系統設備の適⽤基準及び適
⽤規格

× ①

放射線管
理施設

２ 換気設備（中央制御室、緊急時制御室及
び緊急時対策所に設置するもの（⾮常⽤の
ものに限る。）並びに放射性物質により汚染
された空気による放射線障害を防⽌する⽬
的で給気⼜は排気設備として設置するもの。
⼀時的に設置する可搬型のものを除く。）に
係る次の事項

― ５ 放射
線管理設
備

２ 換気設備（中央制御室に設置するもの
（⾮常⽤のものに限る。）、⾮常⽤ガス処理
設備として設置するもの及び放射性物質によ
り汚染された空気による放射線障害を防⽌
する⽬的で給気⼜は排気設備として設置す
るもの。⼀時的に設置する可搬型のものを除
く。）に係る次の事項

― ―

（３）主配管の名称、最⾼使⽤圧⼒、最⾼使
⽤温度、外径、厚さ及び材料（常設及び可
搬型の別に記載し、可搬型の場合は、個数
及び取付箇所を付記すること。）

緊急対策所換気系主
配管（東海，東海第
⼆発電所共⽤）

（５）主配管の名称、最⾼使⽤圧⼒、最⾼使
⽤温度、外径、厚さ及び材料

× ①

（４）送⾵機の名称、種類、容量、主要⼨法、
個数及び取付箇所並びに原動機の種類、
出⼒、個数及び取付箇所（常設及び可搬
型の別に記載すること。）並びに設計上の空
気の流⼊率

緊急時対策所⾮常⽤
送⾵機（東海，東海
第⼆発電所共⽤）

（１）送⾵機の名称、種類、容量、主要⼨法
及び個数並びに原動機の種類、出⼒及び個
数

× ①

４. 原⼦炉等規制法に基づく⼯認対象設備に対する電気事業法での⼯認⼿続き要否（1／2）

注記 ＊︓次⾴参照。



設計及び⼯事計画変更認可申請書 申請内容（4／4）

5

実⽤発電⽤原⼦炉の設置、運転等に関する規則【別表第⼆】
（昭和五⼗三年⼗⼆⽉⼆⼗⼋⽇通商産業省令第七⼗七号）

設備名

原⼦⼒発電⼯作物の保安に関する命令【別表第⼆】
（平成⼆⼗四年九⽉⼗四⽇経済産業省令第六⼗九号）

電事法⼿続きの
要否と理由

発電⽤原
⼦炉施設
の種類

記載すべき事項 電気⼯作
物の種類

記載すべき事項
要︓○
否︓×

否の理由
（＊）設備別記載事項（認可の申請⼜は届出に係る

⼯事の内容に関係あるものに限る。）
設備別記載事項（認可の申請⼜は届出に係る
⼯事の内容に関係あるものに限る。）

放射線管
理施設

（６）フィルター（公衆の放射線障害の防⽌及
び中央制御室の従事者等の放射線防護を
⽬的として設置するものに限る。）の名称、
種類、効率、主要⼨法、個数及び取付箇所
（常設及び可搬型の別に記載すること。）

緊急時対策所⾮常⽤
フィルタ装置（東海，東
海第⼆発電所共⽤）

５ 放射
線管理設
備

（３）フィルター（公衆の放射線障害の防⽌及
び中央制御室の従事者等の放射線防護を
⽬的として設置するものに限る。）の名称、
種類、効率、主要⼨法及び個数

× ①

その他発
電⽤原⼦
炉の附属
施設

(三) 附
帯設備

１ ⾮常
⽤電源設
備

３ その他の電源装置（⾮常⽤のものに限
る。）に係る次の事項

― ２ ⾮常
⽤予備発
電装置

３ その他の電源装置（⾮常⽤のものに限
る。）に係る次の事項

― ―

（２）電⼒貯蔵装置の名称、種類、容量、電
圧、主要⼨法、個数及び取付箇所（常設
及び可搬型の別に記載すること。）

逃がし安全弁⽤可搬型
蓄電池

（２）電⼒貯蔵装置の名称、種類、容量、電
圧、主要⼨法及び個数

× ②

５ 浸⽔
防護施設

１ 外郭浸⽔防護設備の名称、種類、主要⼨
法及び材料

防潮扉 2 ― ― × ①

４. 原⼦炉等規制法に基づく⼯認対象設備に対する電気事業法での⼯認⼿続き要否（2／2）

注記 ＊︓ ①︔炉規法別表第⼆での記載項⽬であり，電事法別表第⼆には該当項⽬なし。
注記 ＊︓ ②︔炉規法ＳＡ技術基準追加要求による対象設備であり，電事法での技術基準に変更なし。
注記 ＊︓ ③︔既設設備で電事法別表第⼀に係る改造・修理を⾏わない。



緊急時対策所⾮常⽤送⾵機の構造及び原動機出⼒の変更概要

6

請負会社の変更に伴い，緊急時対策所⾮常⽤送⾵機の構造及び原動機出⼒に変更が⽣じたため，仕様を変更する。

要⽬表変更前 要⽬表変更後 変更理由

吸込⼝径 ㎜ 358.1※ 343.6※ 請負会社の変更に伴うもの

吐出⼝径 ㎜ 358.1※ 343.6※ 同上

たて ㎜ 1113※ 1824※ 同上

横 ㎜ 900※ 1945※ 同上

⾼さ ㎜ 1345※ 2130※ 同上

原動機出⼒ kW／個 15 22 同上

緊急時対策所の⾮常⽤送⾵機及び⾮常⽤フィルタ装置の構造変更並びに主配管の改造（1／3）
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⾼
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※公称値を⽰す。

仕様変更前構造図 仕様変更後構造図
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要⽬表変更前 要⽬表変更後 変更理由

たて ㎜ 1500※ 1750※ 請負会社の変更に伴うもの

横 ㎜ 7700※ 8900※ 同上

⾼さ ㎜ 2100※ 2300※ 同上

吐出 吸込

（横）7700

⾼性能粒⼦フィルタ よう素⽤チャコールフィルタ
⾼性能粒⼦フィルタ
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50
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Φ
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6

請負会社の変更に伴い，緊急時対策所⾮常⽤フィルタ装置の構造に変更が⽣じたため，仕様を変更する。

緊急時対策所⾮常⽤フィルタ装置の構造の変更概要

緊急時対策所の⾮常⽤送⾵機及び⾮常⽤フィルタ装置の構造変更並びに主配管の改造（2／3）

仕様変更前構造図 仕様変更後構造図

※公称値を⽰す。
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請負会社の変更に伴い，主配管を改造する必要が⽣じたため，配管仕様について変更する。

緊急時対策所の⾮常⽤送⾵機及び⾮常⽤フィルタ装置の構造変更並びに主配管の改造（3／3）

緊急時対策所換気系配管の主な変更概要

No.1

No.2

No.1︓請負会社の変更に伴い，外径，厚さ及び材料を⾒直す。
No.2︓SGCは、「冷延原板の溶融亜鉛メッキ鋼板」の総称であり，鋼種が不明確であることから明確化のため記載の適正

化を⾏う。なお，既認可において鋼種はSGC340であったが，請負会社の標準仕様であるSGCCに⾒直す。



【仕様変更理由】
2018年（平成30年）10⽉18⽇に認可された当該蓄電池は製造メーカが事業停⽌したことにより，購⼊出来なくなったこと

から，要求仕様を満たす他製造メーカの蓄電池に仕様変更する。なお，設置変更許可については以下の理由から変更申請は
⾏わない。（2022年4⽉8⽇の設置変更許可申請に関する⾯談にて，ご説明済み）

・基本設計⽅針に変更がない。
・従来の容量を上回る安全側への容量変更である。

9

逃がし安全弁⽤可搬型蓄電池の仕様変更（1／2）

仕様変更前構造図 仕様変更後構造図
要⽬表変更前 要⽬表変更後

種類 － リチウムイオン電池 変更なし
容量 Wh/個 780 808
電圧 V 125 変更なし

主要⼨法（公称値） mm たて690，横320，⾼さ595 たて553，横503，⾼さ802
個数 － 2（予備1） 変更なし

保管場所 － EL.18.00 m 変更なし

取付箇所 － EL.18.00 m
⾃動減圧系（A，B）継電器盤 ,2個 変更なし

容量は逃がし安全弁（⾃動減圧機能）の作動に⽤いる電磁弁を24時間作動させるために必要な672Wh/個以上で設定



仕様変更前 仕様変更後

保管場所 EL.18.00 m 変更なし

保管状態 本体固縛 （機器本体を床に直接設置し，
アイボルト及びスリング等にて固縛する） 変更なし

保管場所における設置床の
最⼤応答加速度

⽔平 0.81×9.8 m/s2，鉛直 0.62×9.8 m/s2

（EL.18.00m （EL.20.30m＊）） 変更なし

転倒評価，機能維持評価，
波及的影響評価 加振試験にて評価済み 加振試験にて評価済み

＊︓基準床レベルを⽰す。

逃がし安全弁⽤可搬型蓄電池の仕様変更（2／2）

10

Ⅴ-2-別添3-5 可搬型重⼤事故等対処設備のうち その他設備の耐震性についての計算書 （記載内容抜粋）



使⽤済燃料乾式貯蔵容器の材料等の記載適正化（1／3）

11

１．使⽤済燃料乾式貯蔵容器（タイプⅠ）の要⽬表について，以下のとおり規格番号及び化学成分値に誤りがあったため，
記載を適正化する。

① タイプⅠの別紙の規格番号 に変更
② タイプⅠの別紙の化学成分値 に変更

2018年

使⽤済燃料乾式貯蔵容器（タイプⅠ）要⽬表の別紙
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２．使⽤済燃料乾式貯蔵容器（タイプⅢ）の要⽬表について，以下のとおり注釈番号及び材料に誤りがあったため，記載を
適正化する。

① タイプⅢの注釈番号「＊5，＊6」を「＊6，＊7」に変更
② タイプⅢの材料 に変更

使⽤済燃料乾式貯蔵容器の材料等の記載適正化（2／3）

使⽤済燃料乾式貯蔵容器（タイプⅢ）要⽬表
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使⽤済燃料乾式貯蔵容器の材料等の記載適正化（3／3）

使⽤済燃料乾式貯蔵容器（タイプⅢ）要⽬表（前⾴の続き）



⻯巻防護扉の材質の記載適正化（1／2）

14

⻯巻の影響に対する防護対策施設の扉（以下，「⻯巻防護扉」という。）の材質について，基本設計⽅針では
「炭素鋼」と記載している。

⼀⽅，⻯巻防護扉を兼ねている⽔密扉の要⽬表では，材料を「SS400」，「SUS304」 と記載しており，⻯巻
防護扉の基本設計⽅針と浸⽔防護施設の要⽬表には，相違がある。

以上より，⻯巻防護扉の基本設計⽅針の記載を，「炭素鋼⼜はステンレス鋼」に変える必要がある。

●基本設計⽅針
2.⾃然現象 2.3 外部からの衝撃による損傷の防⽌
2.3.3 設計⽅針 (1)⾃然現象 a. ⻯巻 (b) ⻯巻に対する影響評価及び⻯巻防護対策より

変更前 変更後
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⻯巻防護扉の材質の記載適正化（2／2）

●要⽬表 浸⽔防護施設より

⻯巻防護扉と兼⽤している，浸⽔防護施設の⽔密扉の材料
・SS400（炭素鋼）と，SUS304（ステンレス鋼）がある。

原⼦炉建屋原⼦炉棟⽔密扉
SS400(炭素鋼）

原⼦炉建屋付属棟南側⽔密扉
SS400(炭素鋼）

原⼦炉建屋付属棟東側⽔密扉
SUS304(ステンレス鋼）
※屋外に⾯する箇所に設置



防潮扉の材料の記載適正化（1／4）
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浸⽔防護施設のうち防潮扉２の⼯事計画を確認したところ，要⽬表のうち「躯体」部の材料に，
SM570 （⽀持杭の材料）の記載があることから，次紙に記載の通り「SM570」の記載を削除し，
⼯事計画の変更⼿続きを⾏う。

【要⽬表】 【⼯認 Ⅴ-6図⾯】

（図⾯に⽀持杭の記載無し）
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防潮扉2の躯体には，⽀持杭が100ｍｍ埋め込まれている構造となっていることから，
前⾴記載はこの部分に該当する。

【防潮扉2 詳細設計図】

上記より，防潮扉2の技術基準適合性に問題は無いものの，要⽬表の「躯体」における「SM570」記載は適切でないこ
とから，「SM570」の記載を削除し，⼯事計画の変更⼿続きを⾏う。

しかし，防潮扉２と同様な構造の建物・構築物は，いずれも躯体に⽀持杭が埋め込まれているにもかかわらず，
要⽬表に⽀持杭の記載はない。
（例︓主排気筒，取⽔構造物，緊急時対策所建屋）
なお，防潮扉2の⽀持杭の材料「SM570」は，⼯認添付資料（耐震・強度計算書）にて⽰している。

防潮扉の材料の記載適正化（2／4）
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【要⽬表】

本記載を削除

防潮扉の材料の記載適正化（3／4）
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【⼯認添付資料 Ⅴ-6図⾯】
図中にSM570（支持杭）の
記載は無し

防潮扉の材料の記載適正化（4／4）
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